
佐賀県診療情報地域連携システム運営業務委託費用の負担に関する規程 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、佐賀県診療情報地域連携システム協議会（以下「協議会」という。）が運営する佐

賀県診療情報地域連携システム（以下「ピカピカリンク」という。）について、その安定的な利用を確

保するために行われる佐賀県診療情報地域連携システム運営業務（以下「運営業務」という。）の委託

費用の負担に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （運営業務の内容） 

第２条 運営業務の内容は、次の通りとする。 

 （１）電話又はＷｅｂミーティングによるピカピカリンクの利用環境構築支援 

 （２）電話又はＷｅｂミーティングによるピカピカリンクの運用に関する相談対応 

 （３）電話又はＷｅｂミーティングによるピカピカリンクの操作説明 

 （４）ピカピカリンクの安全管理 

 （５）定例会の運営 

 （６）協議会の運営補助 

 （７）前各号の業務に付帯する業務 

 

 （委託費用の負担） 

第３条 協議会構成機関は、運営業務の委託費用について、その有する病床が２００床以上である医療

機関の１機関当たりの負担額とそれ以外の協議会構成機関の１機関当たりの負担額が２対１の割合と

なるよう分担を行うものとする。 

２ 運営業務の委託費用について、協議会が補助金の交付その他の支援（以下「補助金等」という。）を

受けるときは、前項の分担については、当該補助金等を除いて算定する。 

３ 協議会構成機関が前項の補助金等の支出元であるときは、第１項の分担において、当該協議会構成

機関を除く。 

 

 （負担見積額の提示） 

第４条 協議会事務局は、毎年１０月末を目処に、翌年度の運営業務の委託費用を積算し、委託費用を

分担する協議会構成機関に対し、負担見積額を提示するものとする。 

 

 （負担額の通知及び納入） 

第５条 協議会事務局は、毎年６月末を目処に、委託費用を分担する協議会構成機関に対し、当該年度

の負担額を通知するものとする。 

２ 委託費用を分担する協議会構成機関は、前項の通知を受けた場合には、遅滞なく、負担額を納入す

るものとする。 

 

 （補則） 

第６条 この規程の実施に関し必要な事項は、協議会の議決により別に定める。  



   附 則 

１ この規程は、令和３年９月１４日から施行する。 

２ 第３条の規定にかかわらず、当面の間、一般社団法人佐賀県歯科医師会には運営業務の委託費用の

負担は求めないものとする。 


